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午前１０時 開 会 

○議長（望月 昇議員） それでは、出席議員が法定数に達しておりますので、会議は成立

いたしました。 

 ただいまから岳南排水路管理組合議会定例会を開会いたします。 

 本日の会議は、お手元に配付いたしてあります議事日程により進めます。 

                                     

日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（望月 昇議員） 日程第１ 会議録署名議員の指名でありますが、会議規則第３５

条の規定により議長において指名いたします。 

 会議録署名議員に 

５番   小 松 快 造 議員 

６番   太 田 康 彦 議員 

 以上２名を指名いたします。 

                                     

日程第２ 会期の決定 

○議長（望月 昇議員） 日程第２ 会期の決定について議題といたします。 

 本定例会の会期は本日１日といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 ご異議なしと認めます。よって会期は本日１日と決定いたしました。 

 それでは、ここで本定例会に上程される提出議案の大綱説明を管理者に求めます。 

 管理者。 

○管理者（鈴木 尚君） おはようございます。お許しをいただきましたので、本定例会に

上程いたします議案の審議に先立ちまして、一言ご挨拶申し上げます。 

 本日、本組合議会定例会を招集いたしましたところ、議員各位におかれましては、公私と

もに大変ご多忙な中ご参集賜り、厚く御礼を申し上げます。 

 それでは、本定例会にご提案申し上げ、審議を賜ります議案の大要につきましてご説明申

し上げますが、詳細な説明につきましては、後刻、事務局からいたさせますので、あらかじ

めご了承願いたいと存じます。 

 最初に、認第１号平成２２年度岳南排水路管理組合会計歳入歳出決算認定についてであり

ますが、本年度の年間総排水量は、前年度と比較して０.１％の減少となり、ほぼ横這いで推

移いたしました。これによる使用料収入でありますが、基本料金は、許可排水量の減量があ

り、１.５％の減少であるのに対し、従量料金の減少は０.１％であったことから、使用料全
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体では０.５％の減少となっております。製紙業界は、国内景気の先行き不透明な中、海外へ

の事業展開やマシンの停止等による生産量の調整など、依然として厳しい状況が続いており

ます。 

 それでは、決算状況からご説明いたします。歳入決算総額は７億７,６７２万６千余円で、

前年度に比較して１.９％の減となっております。これは使用料、基金繰入金及び雑入などが

減少したことによるものでございます。 

 また、歳出決算総額は６億８,８１４万９千余円で、前年度に比較して１.２％の減となっ

ております。これは施設管理費、施設維持改良費及び積立金が増加したものの、総務管理費

が減少したことによるものでございます。 

 なお、予定いたしましたすべての事業は計画どおり執行しております。 

 平成２０年度以降は使用工場も１００工場を割り込み、財政状況も厳しくなっております

が、今後とも当地域の工業振興と環境保全のため、施設の維持管理になお一層の努力をして

まいる所存でございます。 

 次に、議第５号平成２３年度岳南排水路管理組合会計補正予算についてでありますが、歳

入歳出予算の総額にそれぞれ５,８５７万６,０００円を追加し、７億９５７万６,０００円と

するものでございます。これは、歳入におきまして平成２２年度の決算確定に伴い前年度繰

越金の追加、また、歳出におきましては消費税納付額確定に伴う公課費の追加措置及び調整

予算として予備費を調整するものでございます。 

 以上、上程案件につきまして極めて主要点のみ申し上げましたが、よろしくご審議の上、

適切なるご議決を賜りますようお願い申し上げまして、私からの説明を終わらせていただき

ます。 

 以上であります。 

○議長（望月 昇議員） 以上で管理者の説明を終わります。 

                                     

     日程第３ 認第１号平成２２年度岳南排水路管理組合会計歳入歳出決 

          算認定について 

○議長（望月 昇議員） 日程第３ 認第１号平成２２年度岳南排水路管理組合会計歳入歳

出決算認定についてを議題といたします。 

 決算内容について当局の説明を求めます。 

 局長。 

○局長（小山芳博君） ただいま上程されました認第１号平成２２年度岳南排水路管理組合

会計歳入歳出決算認定についてご説明申し上げます。 
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 それでは、決算書の１ページをお願いいたします。平成２２年度の歳入歳出決算は、歳入

総額７億７,６７２万６,５０５円、歳出総額６億８,８１４万９,９６１円、歳入歳出差引残

額８,８５７万６,５４４円でございます。 

 先ほど管理者から総括説明がございましたので、直ちに内容説明に入らせていただきます。

なお、詳細につきましては、表紙が薄緑色の事業報告書、こちらもあわせてご参照いただき

ますようお願いいたします。 

 それでは、歳入歳出決算の事項別明細書に基づきまして歳入からご説明申し上げますので、

決算書の６、７ページをお願いいたします。 

 また、事業報告書の９ページ以降に、２ 歳入予算の事項別執行状況についてで報告させ

ていただいておりますので、あわせてお目通しのほどお願いいたします。 

 それでは、決算書の６、７ページをお願いいたします。まず、１款使用料及び手数料でご

ざいますが、予算現額は５億６,１５１万円でございます。調定額は 

５億８,５５７万８,５５５円、収入済額は５億８,５５７万８,５５５円で、予算現額に対す

る収入率は１０４.３％、調定額に対する収入率は１００％でございます。なお、歳入総額に

占める割合は７５.４％でございます。なお、滞納繰り越し、それから本年度の収入未済はご

ざいませんでした。 

 それでは、１項１目１節の使用料でございますが、調定額、収入済額ともに 

５億８,５２６万９,０４５円で、不納欠損額、収入未済額はともにありませんでした。 

 この使用料の調定額算定基礎といたしました許可排水量及び実績排水量につきましては、

事業報告書の１５、１６ページの別表－３、岳南排水路路線別排水量及び使用料認定実績表

に、路線別、月別ごとの実績排水量とともに、使用料認定実績及び収入済額を表にしてござ

いますのでお願いいたします。 

 まず、使用工場数でございますけれども、前年度と変動はなく、使用許可工場数は９４工

場、そのうち休止工場は７工場、実質の稼働工場は８７工場でございました。 

 次に、基本料金の算定基礎となります許可排水量は、表の右上、太枠内に記載してありま

すように、日量１４３万８,３９４立方メートルでございます。前年度に比較しまして 

１万６,９８６立方メートルの減となっております。これは当年度中に１工場が日量 

１万６,９８６立方メートル減量したことによるものでございます。 

 また、実績排水量は従量料金の算定基礎となるものでございまして、年間の累積排水量は、

表の右、中ほどの太枠内のＡに記載してありますように３億１,５６５万１,３１０立方メー

トルでございます。前年度に比較しまして３０万１,４７０立方メートル、０.１％の減とな

っております。 
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 それでは、決算書の６、７ページにお戻りをお願いいたします。次に、２款財産収入でご

ざいますが、当初予算額に、保有しております債券利子の増に伴い９１７万９,０００円を増

額補正しまして、予算現額は４,１３０万７,０００円で、調定額、収入済額はともに 

４,１２４万３,０７４円でございます。この財産収入は、岳南排水路基金及び職員退職手当

基金の利子収入で、国債、地方債等の債券及び大口定期預金の運用収入と、そのほかに財産

売払収入としまして廃鉄蓋の売り払いの収入がございます。 

 それから、３款繰入金１項基金繰入金でございますが、これは職員の退職手当を支払うた

めに職員退職手当基金から繰り入れたものでございまして、給与改定に伴いまして 

５万９,０００円の減額補正をしまして、予算現額は５,４２７万２,０００円で、調定額、収

入済額はともに５,４２７万１,４４０円でございます。 

 次に、４款繰越金は、１項１目前年度繰越金で、前年度の決算確定に伴いまして 

６,５１９万７,０００円の増額補正をいたしまして、予算現額は９,５１９万７,０００円で、

調定額、収入済額ともに９,５１９万７,３７１円でございます。 

 次に、５款諸収入は、予算現額３万１,０００円に対し、調定額、収入済額ともに 

４３万６,０６５円でございます。 

 ８、９ページをお願いします。１項１目預金利子は、調定額、収入済額ともにありません

でした。 

 次の２項１目雑入でございますが、予算現額３万円に対しまして、調定額、収入済額はと

もに４３万６,０６５円でございます。これは主としまして、平成２１年度に１台、それから

当年度に２台の公用車３台を購入しましたけれども、この公用車３台分の環境対応車普及促

進対策費補助金３５万円と、共済組合保険事業に係る事務手数料３万４,４４２円などが収入

されております。 

 以上、歳入の合計は、予算現額７億５,２３１万７,０００円に対しまして、調定額、収入

済額はともに７億７,６７２万６,５０５円でございます。 

 次に、１０、１１ページをお願いいたします。引き続きまして歳出の説明に入らせていた

だきます。 

 なお、各目につきましては備考欄によって説明させていただきますけれども、事業報告書

の１７ページ以降に、３ 歳出予算の事項別執行状況について報告をさせていただいており

ますので、あわせてお目通しをお願いいたします。 

 まず、１款議会費でございますけれども、予算現額５５万１,０００円に対しまして支出済

額は２７万５,３００円で、執行率は５０.０％、２７万５,７００円が不用額となりました。 

 支出済額は、備考欄の１、報酬費２０万６,０００円、それから２ 事務局運営経費 
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６万９,３００円でございます。これは定例会２回の議会開催に係る所要経費でございます。 

 次に、２款総務費でございますが、職員の給与改定に伴いまして９５万６,０００円を減額

補正しまして、予算現額は５億９,３７１万３,０００円で、支出済額は 

５億６,１６９万７,５２７円、執行率は９４.６％、３,２０１万５,４７３円が不用額となっ

ております。 

 １項１目一般管理費でございますが、組合運営に係る所要経費でございますが、予算現額

２億７９５万４,０００円で、これに対しまして支出済額は２億３７４万６,１７４円、執行

率は９８.０％、４２０万７,８２６円が不用額となりました。 

 この支出の主なものでございますが、備考欄の１の給与費、このうちの（４）の一般職 

１４人に係る人件費でございますが、これは給料、職員手当、共済費を合わせまして 

１億６,１１１万９,７８８円で、歳出総額の２３.４％を占めております。 

 次に、２の人事管理費でございますが、これは臨時職員賃金、それから職員研修費、職員

の厚生費及び職員互助会助成費等の経費でございまして、これが１,０２８万３,０４１円。 

 ３の事務管理費は７１５万２５７円で、通常の事務運営に要する経費でございます。 

 ４の財産管理費は１,０７１万１,４８８円で、庁舎、車両及び用地管理に係る所要の経費

でございます。 

 ５の公租公課費１,４０８万６００円は消費税でございます。 

 その下に３節へ予備費補充２３万円とありますのは、３月支払い分の時間外手当に予算不

足が生じましたので、予備費より充用したものでございます。 

 その下の２７節へ予備費補充４０３万７,０００円とありますが、これは平成２１年度分の

消費税の確定によりまして、当初予定した納付税額を上回り、１２月納付分以降の消費税に

不足が生じたために、予備費より２７節公課費に充用したものでございます。 

 次に、１２、１３ページをお願いいたします。２項１目排水管理費でございますけれども、

予算現額５３３万円に対しまして、支出済額は４２９万６,８８４円で、執行率が８０.６％、

１０３万３,１１６円が不用額となりました。 

 備考欄を見ていただきますと、１ 水質管理費４２９万６,８８４円、このうち（１）水質

調査費としまして６８万８,４５３円。これは管路施設保全のための水質調査で、各路線に設

置してあります水質監視所での水質の調査に係る経費でございます。 

 （２）の硫化水素調査費３６０万８,４３１円は、これも管路施設保全のための硫化水素の

調査の経費でございます。 

 次に、２項２目下水道管理費でございますけれども、予算現額３,８８９万円に対しまして、

支出済額は３,６４８万７,００４円で、執行率は９３.８％、不用額は２４０万２,９９６円
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となりました。 

 この執行内容でございますけれども、備考欄の１ 排水量管理費１７６万５,２７５円は、

使用料金のうち従量料金の算定根拠となります各使用工場における実績排水量の調査に係る

所要経費でございます。 

 ２ 下水道維持費３,４７２万１,７２９円は、管路施設の維持に要する経費でございまし

て、（１）維持補修費につきましては、人孔整備工事、環境整備工事、それから管内の補修工

事等２９件に１,９４２万２,９００円、（２）保守点検費につきましては、工場排水流入禁止

期間中におけます管内点検作業委託等１０件に１,４４８万２,６５０円を執行しておりま

す。 

 （３）下水道管理事務費でございますが、８１万６,１７９円は管理事務に係る所要経費で

ございます。 

 次に、２項３目ポンプ場管理費でございますが、予算現額３,３４５万円に対しまして、支

出済額は３,０６０万２,７５０円で、執行率は９１.５％、２８４万７,２５０円が不用額と

なっております。 

 備考欄の（１）維持補修費８８万７,２５０円ですけれども、これは既設の空調設備取りか

え工事の費用でございます。 

 （２）の保守点検費でございますけれども、これはポンプ場運転管理業務委託、それから

ゲート点検作業委託等６件に２,５２０万８,４００円を執行いたしました。 

 （３）のポンプ場管理事務費４５０万７,１００円は、主としましては電気料、それから工

業用水使用料などポンプ運転に係る経常的な経費でございます。 

 次に、３項１目施設改良費でございますが、予算現額３億８０８万９,０００円に対しまし

て、支出済額は２億８,６５６万４,７１５円で、執行率は９３.０％、２,１５２万４,２８５

円が不用額であります。この科目は施設の維持保全対策のための改良事業に要する経費でご

ざいまして、歳出総額に対しましては４１.６％を占めております。 

 備考欄に記載してございますけれども、１ 管渠施設費としまして 

２億４,３４９万６,４６３円を支出してございます。 

 次の１４、１５ページをお願いします。事業別に申しますと、備考欄の（１）保全対策事

業費は施設の保全対策のために行う事業でございまして、管渠の改良工事基本設計、管渠の

劣化診断の業務委託のほか、管渠更生工事等１１件に２億４,２５５万７,３５０円を執行い

たしました。 

 （２）の管渠施設事務費でございますが、管渠の施設改良に係る所要経費で 

９３万９,１１３円を執行いたしました。 
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 ２ ポンプ場施設費は４,３０６万８,２５２円を支出してございますけれども、事業別に

申しますと、（１）保全対策事業費はポンプ場施設の保全対策のために行う事業でございまし

て、これは４号主ポンプ分解点検作業委託１件、これに４,２９７万４,４００円を執行いた

しました。 

 （２）のポンプ場施設事務費でございますけれども、これはポンプ場の施設改良に係りま

す所要経費で、９万３,８５２円を執行いたしました。 

 次に、３款公債費１項１目利子でございますけれども、年度中の資金計画が順調に推移し

たことによりまして、一時借り入れがなく未執行となっております。 

 ４款諸支出金でございますが、まず１項１目岳南排水路基金でございますが、岳南排水路

基金への積み増し分６,０００万円と、債券の買いかえによります運用利子の増分 

９７２万４,０００円、それから大口定期預金の利率の減によりまして５２万１,０００円の

減、これらを差し引きいたしまして６,９２０万３,０００円を増額補正しております。予算

現額は１億８６万１,０００円で、支出済額は１億８５万９,８５４円でございます。この内

訳は、運用益金が４,０８５万９,８５４円と積立金６,０００万円でございます。これは施設

の保全上必要となった事業、また災害によりまして被害を受けた施設の復旧の財源に充てる

ための積立金でございます。 

 次の１項２目職員退職手当基金積立金でございますが、大口定期預金利率の減によりまし

て運用益金の２万４,０００円を減額措置しまして、予算現額を２,５４４万５,０００円で、

支出済額は２,５３１万７,２８０円でございます。この内訳は、運用益金が３１万７,２８０

円と、積立金の２,５００万円でございます。予算現額に対します諸支出金の執行率は 

９９.９％でございます。 

 それから、基金の年度末現在高でございますが、事業報告書の３１ページをお願いいたし

ます。こちらに別表－５、基金運用状況をお示ししてございます。まず１の岳南排水路基金

の決算年度末現在高でございますが、この表の右太枠に記載してございますけれども、 

３４億３,８９４万６,９４２円でございます。このうち国債、政府保証債及び地方債等の購

入金額は、このページ中段の基金預金状況にお示ししてございます。岳南排水路基金の表が

ございますが、下から２行目の右端に括弧書きで記載してございますけれども、総額３４億

円の債券を３３億７,９５９万３,６４５円で購入してございます。 

 次に、この表の上の表をお願いいたします。２の職員退職手当基金でございます。決算年

度末現在高は６,４７２万６,７４８円でございます。決算年度中に２人の退職手当金を支払

うことによりまして５,４２７万１,４４０円を取り崩しております。 

 恐れ入ります、決算書の１４、１５ページにお戻りをお願いいたします。５款の予備費で
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ございますが、予算額は、補正第１号で予算調整のために６,５１９万７,０００円を増額措

置しまして、補正第２号で岳南排水路基金への積み増し等のために５,９１０万３,０００円

を減額措置し、差し引き６０９万４,０００円の増額補正となりまして、さらに、先ほど説明

しましたけれども、予備費より、一般管理費の３節職員手当等と、それから２７節の公課費

に充用しましたので、予算現額の計は３,１７３万７,０００円であります。全額が不用額と

なりました。 

 以上、歳出の合計は、予算現額７億５,２３１万７,０００円に対しまして、支出済額は 

６億８,８１４万９,９６１円で、不用額は６,４１６万７,０３９円となりました。 

 次の１６ページをお願いいたします。実質収支に関する調書でございますが、１、歳入総

額は７億７,６７２万６,０００円、２ 歳出総額は６億８,８１５万円、３、歳入歳出差引額

は８,８５７万６,０００円、４の翌年度へ繰り越すべき財源はございませんので、同額が５

の実質収支額でございます。 

 次に、１７、１８ページをお願いいたします。財産に関する調書でございますが、行政財

産、それから普通財産の土地及び建物について、決算年度中の増減はございませんでした。 

 次に、２１、２２ページをお願いいたします。取得価格１件３０万円以上の物品でござい

ますけれども、年度中の増減は、耐用年数５年が大幅に経過しておりまして不要となってお

りましたパソコン１台、それからプリンター１台、検針業務用のハンディターミナル２台、

据え置き型の硫化水素測定器１台、拡散式硫化水素測定器２台、合計７台を処分しておりま

す。 

 次に、２３、２４ページをお願いいたします。３の施設（管きょ）でございますけれども、

年度中の増減はございませんでした。 

 次に、２５ページをお願いいたします。４の基金でございますけれども、（１）岳南排水路

基金の年度中の増減内訳でございますが、まず、債券の３億９,１２２万５,０４２円の内訳

でございますが、新規に購入しました共同発行市場公募地方債額面４億円を 

３億９,９６４万４,０００円で購入しております。そして利率アップのために債券の買いか

えを行っております。このときの買いかえ差金が８４１万８,９５８円割り戻しされておりま

す。これを差し引いた３億９,１２２万５,０４２円が債券管理額の増分でございます。 

 それから現金につきましては、債券利子が３,９６３万３,２０４円、大口定期預金利子 

１２２万６,６５０円、先ほどの債券買いかえ差金８４１万８,９５８円がこちらに入りまし

て、この合計４,９２７万８,８１２円と積立金の６,０００万円、この現金から先ほどの新た

に購入しました３億９,９６４万４,０００円で債券を購入しておりますので、これを差し引

いた額２億９,０３６万５,１８８円が減でございます。 
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 債券及び現金の合計でございますが、１億８５万９,８５４円の増となっております。 

 （２）の職員退職手当基金は、大口定期預金の利子３１万７,２８０円、それから積立金 

２,５００万円の合計２,５３１万７,２８０円の増となりますが、このうち職員２人の退職手

当金５,４２７万１,４４０円を取り崩しておりますので、差し引き２,８９５万４,１６０円

の減となります。 

 以上、認第１号平成２２年度岳南排水路管理組合会計歳入歳出決算について説明をさせて

いただきましたが、よろしくご審議の上、ご認定を賜りますようお願い申し上げまして、説

明を終わらせていただきます。 

○議長（望月 昇議員） 当局の説明を終わります。 

 監査の結果について、山本監査委員の報告を求めます。 

 山本代表監査委員。 

○代表監査委員（山本浩之君） ご指名がありましたので、監査委員を代表いたしまして、

平成２２年度岳南排水路管理組合会計歳入歳出決算及び基金運用状況等の審査結果について

ご報告いたします。 

 審査は、諸星監査委員とともに、平成２３年８月３日、管理組合会議室におきまして実施

いたしました。 

 審査に当たりましては、歳入歳出決算書、同事項別明細書、実質収支に関する調書、基金

運用状況及び会計書類が地方自治法等関係法令に準拠して作成されているか確認するととも

に、決算数値の照合を行い、あわせて関係職員から説明を聴取して審査を行いました。その

結果、決算書及び附属関係書類は、いずれも関係法令に準拠して作成され、計数は関係諸帳

簿と符合し、また、予算の執行、財産の管理、基金の運用状況等につきましても適正であり、

事務事業の執行も所期の目的に沿ったものと認められました。 

 これらの審査結果につきましては、お手元に配付いたしてあります「平成２２年度岳南排

水路管理組合会計決算審査意見書」にお示ししてありますので、ご参照くださるようお願い

いたします。決算数値の詳細につきましては、先ほど事務局より報告がありましたので省か

せていただきます。 

 平成２２年度の岳南排水路使用者の動向でありますが、１工場の許可排水量の減量があり

ましたが、排水量はわずかな落ち込みとなり、ほぼ前年度並みに推移しております。しかし、

最近の製紙業界は、国内の需要の減少に伴い一段と統廃合を進めておりますが、需要が減っ

た分を成長するアジアへの事業展開で補おうとする動きが今後も活発化するものと見られて

います。このため、今後の岳南排水路の使用料収入の増収は見込めないと思われますので、

引き続き事務事業の効率性、経済性を重視した執行に努め、さらに将来を見据えた管理運営
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を図るよう要望いたします。 

 以上で審査結果の報告を終わります。 

○議長（望月 昇議員） 監査委員の報告を終わります。 

 これから認第１号について質疑に入ります。―質疑もないようでありますので、質疑を

終わります。 

 これから討論に入ります。―討論を終わります。 

 これから採決に入ります。 

 認第１号平成２２年度岳南排水路管理組合会計歳入歳出決算については原案どおり認定す

ることにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 ご異議なしと認めます。よって認第１号は原案どおり認定されました。 

                                     

     日程第４ 議第５号平成２３年度岳南排水路管理組合会計補正予算に 

          ついて（第１号） 

○議長（望月 昇議員） 日程第４ 議第５号平成２３年度岳南排水路管理組合会計補正予

算（第１号）についてを議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

 局長。 

○局長（小山芳博君） ただいま上程されました議第５号平成２３年度岳南排水路管理組合

会計補正予算（第１号）についてご説明申し上げます。 

 それでは、議案書の３ページをお願いいたします。平成２３年度岳南排水路管理組合会計

補正予算（第１号）は、第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 

５,８５７万６,０００円を追加しまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 

７億９５７万６,０００円とするものでございます。 

 先ほど管理者から総括説明がされておりますので、直ちに内容説明をさせていただきます。 

 議案書の７、８ページをお願いいたします。２ 歳入でございますけれども、４款１項１

目前年度繰越金は、決算確定に伴いまして補正前の額３,０００万円に５,８５７万６,０００

円を増額し、８,８５７万６,０００円とするものでございます。 

 ３、歳出でございますが、２款１項１目一般管理費は、３２５万１,０００円を増額し、 

１億６,４４５万２,０００円とするものでございます。 

 ８ページの右側の説明欄をお願いいたします。５ 公租公課費（１）消費税でございます

が、３２５万１,０００円の増は、平成２２年度分消費税納付額の確定に伴う増でございます。 
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 次に、５款１項１目予備費は、補正前の額２,９９８万３,０００円に 

５,５３２万５,０００円を増額しまして、８,５３０万８,０００円とするものでございます。

これは年度の途中でありますので調整予算として補正をお願いするものでございます。 

 以上、議第５号平成２３年度岳南排水路管理組合会計補正予算（第１号）につきましてご

説明いたしましたけれども、よろしくご審議くださいますよう、お願い申し上げまして、説

明を終わります。 

○議長（望月 昇議員） 当局の説明を終わります。 

 これから議第５号について質疑に入ります。―質疑もないようでありますので質疑を終

わります。 

 これから討論に入ります。―討論を終わります。 

 これから採決に入ります。 

 議第５号平成２３年度岳南排水路管理組合会計補正予算（第１号）については原案どおり

決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 ご異議なしと認めます。よって議第５号は原案どおり可決されました。 

 以上をもちまして、本定例会に付議されました事件はすべて終了いたしました。よって本

日の会議を閉じ、岳南排水路管理組合議会定例会を閉会いたします。 

午前１０時４６分 閉 会 
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地方自治法第１２３条第２項の規定に基づき署名する。 
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